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  まえがき 

 近年、異常気象による水害や土砂災害などが頻発・激甚化し、さる 2011 年に発生した東北

地方太平洋沖地震（東日本大震災）や首都直下地震の予測にみられるように、災害の規模は

大規模・広域化することが懸念されています。その一方で、少子高齢化に伴う人口減少や住民の高

齢化などにより、地域の特性とニーズにあった共助による防災活動の強化が益々重要になっています。 

このため、災害対策基本法では地域住民が、自分たちの地域の人命や財産を守るための助け合

い（自助・共助）を強化するための自発的な防災計画「地区防災計画」を策定する制度を設けて

います。 

地域防災計画は行政が主体となって策定する公助の計画ですが、地区防災計画は、町村内の

団地や商店街、小学校区、複合ビルなどの様々なコミュニティレベルが主体となって策定する、自助・

共助の計画です。 

本「光風台小学校区 地区防災計画」は、光風台小学校区での地域福祉活動を目的とする

「光風台小学校区小域福祉ネットワーク」と、光風台地区 14 町会からなる「光風台地区町会連絡

会」が協力して広く合意形成を図り取り纏めた物です。 

計画策定後は、順次、防災活動の実践に必要なマニュアルなどを整備していきます。 

これまで光風台地区 14 町会では、各町会の自主防災会が中心となり、個々に防災備品の整

備、防災訓練などを実施してきましたが、今後は、町会同士の一層の連携による防災訓練や避難

所運営、民生・児童委員との協働による避難行動要支援者の避難支援なども重要になると考えま

す。 

尚、本計画書は、地域の方々に日頃から防災関係に関心を持って頂くとともに、小・中学生から

高齢者の方々に至る全ての方々に、平時から目をとおして頂き、万一の発災時において役立つよう

に、簡潔で分かり易いように作成致しました。 

今後も、光風台地区においては、日頃から住民同士の絆を深め、「安全で、安心できる光風台」

を作り上げましょう。 

 

                        令和 6 年 2 月 18 日 

光風台小学校区 地区防災計画 策定委員会 

委員長 進藤 誠 
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  １．対象地区について 

1.1 対象地区の範囲 

対象地区は光風台小学校区とし、主に活動する自治会は、1 東町会、1 西町会、2 丁目サン

ビュー町会、2 中央町会、３南町会、３中町会、３北町会、４南町会、４北町会、５西町会、

５東町会、坂上町会、百合ヶ丘町会、みすみ町会の 14 町会とします。 

今後は近隣の町会を含めた光風台小学校区全体が参加する計画となるよう取り組んでいきます。 

 

対象地区 

 

光風台小学校区 



 

３ 

活動町会 

   

  

双葉中学校 

1 東町会 

5 東町会 
自治会館 

 光風台地区 全体図 N 

5 西町会 3 北町会 
2 中央町会 

サンビュー町会 3 中町会 

4 北町会 

1 西町会 
4 南町会 

五井方面 

姉ヶ崎方面 

光風台小学校 

3 南町会 

百合ヶ丘町会 
みすみ町会 

牛久方面 

坂上町会 
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1.2 対象地区の概要 

･ 光風台地区は、市原市のほぼ中央にあり、ほとんどが高台にありますが東側にある養老川近く

は低く、西側に行くほど高台となっています。 

･ 地区の東側には双葉中学校、西側には光風台小学校があります。 

また、地区東側には、中央消防署光風台分署が隣接しています。 

･ 地区中央には、光風台交番、郵便局、光風台自治会館があります。 

･ 地区内には、病床を確保できる病院はありません。 

周辺地区には、永野病院、帝京大学ちば総合医療センターがあります。 

･ JR 五井駅及び姉ヶ崎駅へは、ともに約 10km あり、最寄りの小湊線光風台駅へは各町会

から 0.5km～数 km あります。 
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２.光風台小学校区の特性 

2.1 社会特性 

2.1.1 人口について 

光風台小学校区の令和 6 年 1 月の人口は 7,069 人であり、65 歳以上の人口比率は

44％となっています。市原市全体の 65 歳以上の人口比率（30.7%：令和 6 年 1 月）よ

り高くなっているなど、高齢化の進行が見られます。 

 

※当該地区に含まれる町丁目の人口総数とし、「一部」含まれている町丁目は、当該地区以外に含

まれている地区数で按分しています。 

2.1.2 建物について  

昭和 56 年（1981 年）以前の旧耐震基準での木造住宅が多く（地区の約半数）、耐

震性に不安があります。 
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2.2 地区の災害リスク 

（1） 地震災害関連 

① 千葉県北西部直下地震における光風台小学校区内の被害予測結果及び建物情報 

 

【震度予測図】                                

 

※短・中期防災リスク対策用地震による震度分布 

＜地区別防災カルテより＞ 
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赤線枠内が光風台小学校区 
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【旧耐震木造建物率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<地区別防災カルテより> 

赤線枠内が光風台小学校区 

※旧耐震木造建物率：メッシュ内の建物総数に対する旧耐震木造建物の割合 
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②千葉県北西部直下地震の地震被害予測結果 

▼地震動        

震度 6 強 

▼建物被害                 （光風台小学校区）     （市内合計） 

全壊 4 棟 880 棟 

半壊 80 棟 5,000 棟 

▼火災被害数（冬の 18 時、風速 8m/s の場合）  

全出火件数 － 14 件 

焼失棟数 12 棟 210 棟 

▼人的被害（冬の 18 時、風速 8m/s の場合） 

死 者 0 人 20 人 

重傷者 0 人 60 人 

軽傷者 9 人 620 人 

自力脱出困難者 0 人 50 人 

避難者 

避難所内 
1 日後 12 人 2,300 人 

最大 62 人 11,500 人 

避難所外 
1 日後 9 人 1,600 人 

最大 93 人 17,200 人 
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震度とマグニチュードの関係 

地震は､地下で発生する岩盤の破壊現象（地盤のズレ）ですが、この破壊の大きさを

表す数値をマグニチュード（地震そのものの大きさ）と言い、一つの地震に一つの数値しか

有りません。 

一方、地震で発生した地震波が地表に到達すると、私たちは「揺れた」と感じますが、地

面が揺れた強さを表す数値を震度と言います（震度は日本固有の数値です）。 

マグニチュードの数値が1増えると発生するエネルギーは32倍となり、2増えると約1,000

倍となります。 

地球上のマグニチュードの最大値は、理論上、10 です。 

過去、発生した地震の最大マグニチュードは、1960 年のチリ地震の 9.5 です。 

     

震度は、以下の 10 段階で表されています。 

震度 0、震度 1、震度 2、震度 3、震度 4、震度 5 弱、震度 5 強、震度 6 弱、震度 6

強、震度 7。 

 

  （参考）  

阪神・淡路大震災  最大震度７、マグニチュード 7.3 

東日本大震災 最大震度７、マグニチュード 9.0 

能登半島地震 最大震度７、マグニチュード 7.6 
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【参考】 

 

＜気象庁ホームページより＞ 
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①  液状化危険度 

千葉県北西部直下地震が発生した場合、光風台地区は、光風台 1 丁目スーパーしげの

や～光風台クリーンセンター付近に危険度が低いが、液状化する恐れのある区域が一部ありま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光風台小学校区 

＜地区別防災カルテより（図に一部加筆）＞ 

※液状化対象外の地域でも液状化が発生する可能性があります。 

液状化現象とは 

   

 

 

 

＜国土交通省ホームページより＞ 
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（2）  水害・土砂災害関連 

① 水害 

光風台 1 丁目のスーパーしげのや～下泉公園～光風台クリーンセンターに係る範囲に、浸

水による水害の発生する恐れがあります。 

 

② 土砂災害 

光風台 2 丁目の中央公園北側の急傾斜地付近に、土砂災害警戒区域及び、土砂災害

特別警戒区域があります。 

また、光風台地区内ではありませんが、隣接する以下の 2 地区に土砂災害警戒区域及び、

土砂災害特別警戒区域があります。 

1）光風台 3 丁目南町会の南側に隣接する中高根地区の急傾斜地。 

2）光風台 4 丁目北町会の西側に隣接する引田地区の急傾斜地。 

（令和 6 年 1 月時点） 

  

土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の違い 

土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が

生ずる恐れのあると認められる区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域で

す。土砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても、開発行為や建築物など建

築行為は、制限されていません。 

一方、土砂災害特別警戒区域は、警戒区域のうち土砂災害が発生した場合、建築

物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのあると認められる

土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土

地の区域です。 
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【参考】

 

                                            気象庁ホームページより 
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【水害・土砂災害ハザードマップ】    ※令和 6 年 1 月時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

光風台地区 

光風台 
小学校 

双葉 
中学校 

しげのや 

① 

② 

③ 

④ 

・土砂災害関係 

 ①：光風台 2丁目北側の急傾斜地付近 

 ②：高坂町会の急傾斜地付近 

 ③：中高根町会の急傾斜地付近 

 ④：引田町会の急傾斜地付近 

・水害関係 

 ⑤：光風台 1丁目スーパーしげのや～ 

   光風台クリーンセンター付近 

養老川 

赤線内は 
光風台小学校区 

⑤ 

光風台地区 

赤線の枠内が光風台小学校区 

養老川 

双葉中学校 

光風台小学校 

土砂災害警戒区域-急傾斜 

土砂災害特別警戒区域-急傾斜 

二巡目基礎調査予定箇所 

想定最大浸水深(色分け) 

色分け ０ ｍ以上-０．５ ｍ未満 

色分け ０．５ ｍ以上-３ ｍ未満 

色分け ３ ｍ以上-５ ｍ未満 

色分け ５ ｍ以上-１０ ｍ未満 

色分け 

二巡目基礎調査予定箇所 
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2.3 主な災害履歴と災害危険性の評価 

（1） 主な災害履歴 

日付 災害 被害 

平成 24 年 8 月 6 日 大雨 道路冠水 

平成 27 年 7 月 3 日 大雨 道路冠水 

平成 27 年 9 月 10～14 日 大雨 土砂崩れ 

平成 28 年 7 月 15 日 大雨 
土砂崩れ、法面崩壊、道路

冠水、道路陥没、床下浸水 

 

（2） 災害危険性の評価 

項目 特徴 

土砂災害 土砂災害警戒区域等が北東部に分布し、土砂崩れの実績がある   

水害 養老川の浸水想定区域が東部に分布し、内水氾濫の実績がある    

地震 10 棟以上の焼失が想定されている                 

液状化 北部や東部に液状化しやすい地形がある              

避難 地区内に避難所・避難場所まで 2km ほど離れている場所がある    

医療・救護 地区内に病床のある医療機関なし 
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2.4 災害関連施設 

 

（1） 指定緊急避難場所・指定避難所 

【避難場所・避難所の種類と特徴】 

種類 特徴 

指定緊急避難場所 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険

から逃れるための避難場所 

対象とする災害の種類によって指定される避難場所が異な

る（指定内容は、施設状況などにより変更もある）。 

＊光風台小学校：洪水、土砂災害、地震、高潮、津波 

＊双葉中学校：洪水、土砂災害、地震、高潮、津波 

指定避難所 住居が被災した住民等が一時滞在する施設 

 

早期開設避難所 
指定避難所のうち、風水害などの避難準備段階で早期に

避難する人たちが滞在する施設。 

一次避難所 
指定避難所のうち、災害で住居を失った人たちが避難生活

を送る施設。 

二次避難所 
指定避難所のうち、避難生活者が多く一次避難所の収容

人数を上回る場合に追加で開設される施設。 

福祉避難所 
一般の避難所での生活が困難な要配慮者のために特別な 

配慮がなされた施設。 

 

【光風台小学校区近隣の指定緊急避難場所・指定避難所】 

 名称 種別 備考 

区内 

光風台小学校 一次避難所 
屋内収容人員：445 人、 

屋外収容人員：5,879 人 

双葉中学校 一次避難所 
屋内収容人員：588 人、 

屋外収容人員：6,075 人 

区外 

三和コミュニティセンター 

(サンハート) 
早期開設避難所 

光風台小学校区からは、 

約 5km 離れている。 三和保健福祉センター 福祉避難所 

ジョイサポート三和 福祉避難所 

向日葵 福祉避難所 ― 
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（2） 一時（いっとき）避難場所  

 災害時に一時的に避難するために町会等で任意に定める場所で以下の役割を果たします。 

・ 近所の人たちが集まり様子を見る場所で、近くの公園や神社などであらかじめ家族や近隣

住民で決めておく場所  

・ 一時避難場所に集まり、家族や近隣住民と一緒に小中学校などの避難場所へ移動する 

 

（3）  主な防災関連施設・公共施設等 

 

 

  

種類 施設名 

公共施設等 ― 

警察署、交番 光風台交番 

消防団詰所 三和支団第 8 分団 

防災備蓄倉庫 光風台小学校、双葉中学校 

幼稚園・保育所 光風台中央幼稚園 

学校 光風台小学校、双葉中学校、光風台三育小学校 

その他 

災害協力井戸：0 箇所、 

防災井戸：２箇所(光風台小、双葉中) 

防災行政無線：4 箇所、水防倉庫：なし 
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３.防災に関する基本的な考え方 

3.1 基本方針 

住民同士の絆を日頃から深め、お互いに気遣い・助け合い「安全で、安心できる光風台」

を作ります。 

 

3.2 活動目標 

基本方針を達成するために、基本的な活動目標を以下に設定します。 

 

 

  

（１）自助の推進 

各家庭において以下について、検討・備えを行います。 

⚫ 平常時及び発災時の活動内容を各家庭で事前に確認・準備します。 

⚫ 家庭の備蓄品や非常時の持出し品を準備します。 

 

 

（２）共助の推進 

光風台地区町会連絡会が主体となり、 

⚫ 避難所（光風台小学校、双葉中学校）の開設や、運営方法の構築を図り

ます。 

  以下の項目については、今後作成するマニュアルに従います。 

⚫ 防災訓練などの実施により、住民の防災意識の向上を図ります。 

⚫ 災害発生時における避難行動要支援者の避難誘導体制を整備します。 

⚫ 安否確認方法の仕組みを整備します。 
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４.自助の推進 

災害による被害を軽減するためには、一人ひとりが「自分の命は自分で守る」という考えのもとで、

日頃から地震などの災害に備えることが大切です。そのことから、本地区では、以下の取り組みを推

進します。 

 

4.1 平常時の活動 

1 日頃から以下のような事に心掛けましょう。 

□ 各家庭の冷蔵庫には家族全員の緊急連絡カードをいれておきましょう。 

□ 各個人は携帯型の緊急連絡カードを身につけておきましょう。 

□ 地震に備え家具の転倒防止を行いましょう。 

□ 火災に備え消火器や防火用品を備えましょう。 

□ 台風に備え屋外のゴミ箱などを飛ばされないようにしましょう。 

□ 車の燃料は常に半分以上にしておきましょう。 

□ お風呂の水は出来るだけ張ったままにしておきましょう。 

□ 助けを求めるときに使う笛などを準備しましょう。 

□ 感震ブレーカーの設置に努めましょう（地震後の復旧時に 

発生する火災の大半は「通電火災」といわれているため）。 

 

 

 

 

転倒防止金具などで 

転倒防止 

緊急連絡カードと携帯型緊急連絡カードについて 

⚫ 緊急連絡カードも携帯型緊急連絡カードも、光風台小学校区小域福祉ネットワークが

無料で、２年に一度程度で全世帯家族数分を、無料配布しています。 

⚫ 緊急連絡カードには家族全員の血液型、常用薬、かかりつけ病院などのデータを記入し

ておくことで救助の迅速化につながります。 

⚫ 携帯型の緊急連絡カードを、身につけておくことで外出時などに不測の事態が起きた場

合、被災者の救助の時間短縮につながります。 
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2 家庭の備蓄品や非常時の持出し品を準備しておきましょう。 

□ 最低 3 日分、推奨 7 日分の食糧・水等を備蓄しましょう。 

□ 長期の在宅避難も見据えて、下記備蓄品の他、簡易トイレ、電池などの電源となるものな

ども備えておきましょう。 

 

 

3 家族内での安否確認方法を決めておきましょう。 

□ 事前に家族内での連絡手段、及び落ち合い場所を決めておきましょう。 

□ 町会で決められた安否確認方法を守りましょう（例えば無事であれば玄関に黄色のタオル

をぶら下げるなど）。 

□ 災害時伝言ダイヤルなど、日頃から使い方を確認しておきましょう。 

 

 

震度 6 弱以上の地震などの大きな災害が発生したときに、被災地の方が「171」の番号を
ダイヤルすると、自宅の電話番号あてに音声による安否情報を録音することができ、電話番
号を知っている方であれば、全国から再生ができます。 
 
＜災害用伝言ダイヤル（171）案内サイト＞ 
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/ 

 

災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板 
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4 災害時の情報ツールの確認しておきましょう 

･ 市原市の情報配信メールを事前に登録しておきましょう。 

･ 市原市防災ラジオの活用など、情報収集の方法を確認しておきましょう。 

  

 
防災行政無線の放送内容をパソコンや携帯電話等を利用して、メールで配信しています。 
＜登録サイト＞ 
PC‧スマートフォンの場合 
https://plus.sugumail.com/usr/ichihara/home 
 

フィーチャーフォン（ガラケー）の場合 
https://plus.sugumail.com/m/ichihara/home 

 

市原市情報配信メール 

「Yahoo!防災速報」を活用し、自治体からの緊急
情報を含む防災情報の配信を行っています。 
 

 

Yahoo! 防災速報 

For Android 

 

 

For iPhone 

防災行政無線の放送内容を、電話で確認できるサービスです。 
 

≪フリーダイヤル≫                          

0120-899-890 
 

＜放送内容の確認サイト＞ 
https://ichihara-city.site.ktaiwork.jp/    

防災行政無線の電話音声案内サービス 
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4.2 発災時の活動 

災害が起こった時、活動する内容を確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①各自、身を守る 
・テーブルの 

下等に避難 
しましょう。 

②揺れがおさまったら 
・火の確認（ガスの元栓、ストーブ
等） 

③安全な場所へ移動 

・余震などに備え外へ出ましょう。 

⑤避難所などに向かうなど 

・被害状況を確認し、必要があれば
避難しましょう。 

①注意報が発令される前に 
・テレビなどからの情報に注意しましょ

う。 
・物が飛ばされないように片付けを行
いましょう。 

②市が発令する避難情報の警戒レ
ベルに合わせ行動しましょう。 

「震災時」 「風水害時」 

（台風等が接近したと判明した場合） 

初 期 対 応 

④安否確認を行う 
・家族の安否確認を行いましょう。 
・町会で決められた安否表示を行
いましょう。 
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4．3 避難情報と避難行動 

※高潮注意報には、「警報に切り替える可能性が高い旨について言及されているもの」と「警報に切り替える可能性に

言及されていないもの」があり、前者は警戒レベル３相当情報、後者は警戒レベル２に該当します。 

  

市が発令する避難情報等について 

気象庁から発表される気象注意報や、市が発令する避難情報は次のとおりです。 

平常時から取るべき行動を確認し、災害時には適切な行動が出来るように準備しておきま

しょう。 

 

警戒レベル 内容 とるべき行動 

5 緊急安全確保 
すでに安全避難ができず、命が危険な状況であるた

め、直ちに身の安全を確保する。 

4 避難指示 危険な場所から全員避難する。 

3 高齢者等避難 

・高齢者等は危険な場所から避難（立退き避難又は

屋内安全確保）→明るいうちに 

・その他の人は「立退き避難」の準備をし、その後の防

災気象情報などに注意する。心配な人は自主避難

（自発的な避難）する。 

＊「立退き避難」とは 

災害リスクのある区域等対象とする災害に対し安

全な場所へ避難すること。 

＊「屋内安全確保」とは 

上階への移動や高層階にとどまる（待避）等によ

り、計画的に身の安全を確保すること。 

2 
大雨・洪水・ 

高潮注意報※ 

気象庁による大雨・洪水・高潮注意報で、その後の気

象情報などに注意する。 

1 早期注意報 
気象庁による早期注意報で、災害への心構えを高め

る。 
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５.共助の推進 

災害時には、地域の住民の方々がお互いに協力して「自分たちの地域は、自分たちで守る」との

考えのもと、様々な防災・減災活動を行うことが大切です。そのことから、本計画を基に、以下の取

組を推進します。 

5.1 平常時の活動 

以下の取り組みについては、光風台小学校区小域福祉ネットワーク及び、各町会において必要

なマニュアルの作成などを通じて推進していきます。 

1 地域のコミュニティづくり 

･ 普段から隣近所の住民とコミュニケーションを取るようにします。 

･ 挨拶、町会イベント、お祭りなどで交流を深め、近隣の人達の情報を把握しておきます。 

･ 防災に関する集まりにできるだけ多くの地域の人を巻き込み、人材を増やしていきます。 

 

2 安否確認の方法と手段の準備 

･ 安否確認の対象者や役割分担を検討します。 

･ 無事ですタオルの掲示など、安否確認方法や手段を検討します。 

 

3 避難誘導の体制づくり 

･ 事前に、危険個所や避難場所までの経路を確認しておきします。 

･ 町会ごとの集合場所や役割分担などの避難誘導体制を検討します。 

 

4 避難行動要支援者への対応 

･ 高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の状況を把握し、支援体制を検討します。 

･ 避難行動要支援者名簿掲載者のうち、同意が得られた方について近隣で情報を共有して

おきます。 

･ 車いすがある場所を把握するなど、移動手段を準備しておきます。 
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5 備蓄の整備 

･ 非常食や常備水等の備蓄を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 在宅避難者への対応の検討 

･ 自宅が安全な場合もあることから、在宅避難についても周知、啓発を行います。 

･ 在宅避難者の名簿作成や連絡方法を決めておきます。 

･ 食糧等の物資提供についてのルールを決めておきます。 

 

7 訓練の実施 

･ 防災訓練を行い、住民意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の備蓄品について 

市では、想定最大規模の「東京湾北部地震」の「震度６強（マグニチュード 7.3）」にお

ける想定避難者数約 43,000 人が、他地域からの支援が得られるとされる発災後４日目

に至るまでの３日間過ごすにあたり必要な食料・飲料水・毛布などを備蓄しています。 

しかし、各避難所の備蓄庫の容量が異なることから、各指定避難所に保管している備蓄

品をそのままそこで使うことは想定しておらず、災害時には状況に応じ、備蓄品を随時移動さ

せることがあります。 

同様に、光風台小学校区にある指定緊急避難場所・一次避難所である光風台小学校

及び、双葉中学校に備蓄されている備蓄品も状況に応じて他地区への移動があります。 

尚、備蓄品は市のほうで定期的に点検を実施するとのことです。 
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8 避難所開設への備え 

･ 避難所開設への備えは光風台地区町会連絡会が主体となり、推進していきます。 

･ 避難所は、災害の規模や状況によって、地区内外の多様な人たちが避難する場所となりま

す。そのために、学校管理者や市担当者と適時連絡し円滑な運営が出来るように努めます。 

･ 光風台小学校区にある避難所の光風台小学校と双葉中学校の同時開設を考慮して、

小学校、中学校各々の避難所運営体制を作ります。 

･ 光風台小学校と双葉中学校の避難所運営マニュアルを作成し、周知します。 

･ 発災時に円滑な管理を行うため、平常時から避難所の備蓄品の把握に努めます。 

 

 

 

9 その他 

･ 町会未加入の要配慮者の支援方法を検討します。 

 

 

 

  

指定避難所の開設について 

地震発生時は概ね震度5 弱以上で市内一斉に、風水害時は概ね警戒レベル 3 以上で、

早期開設避難所から順に、指定避難所が開設され市の担当職員が開設に出向いて来ま

す。 

光風台地区の光風台小学校・双葉中学校の開設も同様です。また、万一に備え近隣町

会の町会長も避難所の鍵を預かっています。 

 

指定避難所 鍵保有町会 

光風台小学校 光風台坂上町会 百合丘町会 

双葉中学校 光風台 1 丁目東町会 光風台 2 丁目中央町会 高坂町会 
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5.2 発災時の活動 

共助による安否確認・避難誘導・避難所運営のタイムラインの概要として下記のとおり行動します。 

【共助による避難行動のタイムライン（概要）】 

 

  

安否確認

• 家族や隣近所、地区の安否確認

• 救護・消火活動

避難誘導

（支援）

• 警戒レベルの低いうちに要支援者へ声掛けをし、担当者が早期避難させる

• 隣近所で早めの避難を呼びかけ、近所の人達を誘導する

避難生活

支援

• 避難所運営

• 在宅避難者支援

○全体を把握するのは難しいので、

まずは隣近所など、小規模で安否

確認をしましょう。 
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5.3 被災後（避難生活期・生活再建期）の活動 

１ 避難所の運営体制について（令和 6 年 4 月 1 日から実施） 

・ 光風台小学校区にある光風台小学校と双葉中学校のいずれか 1 ヶ所の避難所が開設さ

れた時点で、光風台地区町会連絡会 会長が、市の担当部署と相談し避難所の運営体

制を立ち上げます。 

・ 避難所の運営管理は、光風台地区町会連絡会会長が避難所運営委員会会長となり務

めます。 

2 避難所の生活スペースの確保とルール設定     

・ 避難所においては、避難所運営所長の指示に従います。 

・ お互い避難者同士、思いやりを持って避難生活をおくるようにします。 

・ 避難所における感染症対策、衛生管理に全員が真摯に取り組みます。 

・ 避難所における防犯、治安維持に努めます。 

・ ペットの避難においては、ケージの持参を原則とします。 

・ 市の取り扱いにもとづき、ペットは指定された場所に避難させます。 

3 被災者の健康管理、安全な避難生活のための環境づくり 

･ 避難生活時において、体操の実施やコミュニケーションがとれる環境づくりに取り組みます。 

･ 避難所の感染症対策や防犯・治安維持のための対策、見回りなどを実施します。 
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○避難所の運営体制 

双葉中学校避難所の運営体制 

双葉中学校の運営委員は、1 丁目東、1 丁目西、2 丁目サンビュー、2 丁目中央、3 丁目

南、3 丁目中、3 丁目北の 7 町会が担当します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動班 役割 要員 

運営所長 
1名を町会から選出し、避難所運営委員会会長と連

絡を密にし、小学校避難所の運営統括を行う。 
1 名 

総務班 

・避難所運営記録の作成 

・避難者名簿の作成 

・問い合わせ・取材への対応 

・避難スペースへの誘導 

・市災害対策本部との連絡 

・被害情報・復旧情報の収集 

・避難者への情報提供 等 

3 名 

施設管理班 

・危険箇所・要修繕箇所への対応 

・避難所レイアウト作成 

・防火・防犯・夜の警備 等  
3 名 

食料物資班 

・食料の調達受入、管理及び配布 

・物資の調達受入、管理 

・炊き出し 等 
3 名 

保健衛生班 

・ゴミ箱設置・ごみの回収 

・ペットの管理 

・医療、介護、子どもにかかる相談・対応 等 
3 名 

 

避難所運営委員会 会長 

総務班 施設管理班 食物・物資班 保健・衛生班 

双葉中学校 避難所運営所長  

Unneii syotyou  

 

（３名） （３名） （３名） 

（1 名） 

（３名） 
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光風台小学校避難所の運営体制 

光風台小学校の運営委員は、4 丁目南、4 丁目北、5 丁目西、5 丁目東、坂上、みすみ、百

合ヶ丘の 7 町会が担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動班 役割 要員 

運営所長 
1名を町会から選出し、避難所運営委員会 会長と連

絡を密にし、小学校避難所の運営統括を行う。 
1 名 

総務班 

・避難所運営記録の作成 

・避難者名簿の作成 

・問い合わせ・取材への対応 

・避難スペースへの誘導 

・市災害対策本部との連絡 

・被害情報・復旧情報の収集 

・避難者への情報提供 等 

3 名 

施設管理班 

・危険箇所・要修繕箇所への対応 

・避難所レイアウト作成 

・防火・防犯・夜の警備 等  
3 名 

食料物資班 

・食料の調達受入、管理及び配布 

・物資の調達受入、管理 

・炊き出し 等 
3 名 

保健衛生班 

・ゴミ箱設置・ごみの回収 

・ペットの管理 

・医療、介護、子どもにかかる相談・対応 等 
3 名 

 

 

避難所運営委員会 会長 

総務班 

光風台小学校 避難所運営所長  

Unneii syotyou  

 

（３名） （３名） （３名） （３名） 

（1 名） 

施設管理班 食物・物資班 保健・衛生班 
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６.計画の運用と管理 

6.1 計画の普及啓発 

防災意識を高め、地域の防災力を向上させるため、本計画の普及啓発を図ります。 

 

6.2 訓練の実施と検証 

自助・共助の推進に向けて、各訓練を通じ、避難行動や避難所運営等の方法などについて確

認・検証します。 

 

6.3 計画の見直し 

･ 計画は２年に１度、定期的に見直しを行い、必要に応じ修正を行います。 

･ それ以外にも修正が必要と考えられる場合には、定期以外でも修正を行います。 

･ 計画に修正・変更等があった場合には、広報紙などを利用し、速やかに住民の方々へ知らせ

ます。 

【今後の取組】 

･ 本計画書は、町会への加入、未加入世帯を問わず全世帯に配布 

･ 防災に関する情報を広報紙等で提供 

【今後の取組】 

･ 光風台小学校区小域福祉ネットワーク推進委員会の中に、防災計画の運用、管理な

どを担当する部署を設置 

･ 要配慮者や在宅避難者の安否確認、支援行動の確認及びマニュアルの作成 

･ 避難所の運営体制・ルール・備蓄品の確認及びマニュアルの作成 

･ 学校管理者、市配備職員との連携方法の確認 

･ 防災訓練や避難所運営訓練の実施 

･ 町会未加入者への参加の呼びかけ、コミュニケーションの促進 
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あとがき 

■発行日 

令和 6 年１２月５日 

■発行主体 

光風台小学校区 地区防災計画策定委員会 
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資料 

【光風台小学校備蓄品一覧（2023 年 4 月 1 日時点）】 

No 品目 数量 

1 非常用飲料水 4,272 本 

2 アルファ化米（わかめご飯） 1,000 食 

3 レトルト食品（リゾット、ピラフ等） 1,350 食 

4 クラッカー（サバイバルフーズ） 3,000 食 

5 せんいのめぐみパン 100 食 

6 感染症対策用キット 1 セット 

7 避難所運営キット（事務用品） 1 セット 

8 トイレ用コンテナ（C コンテナ） 1 セット 

9 消毒アルコール（17ℓ缶） 1 缶 

10 消毒アルコール（1ℓ噴射付き） 10 本 

11 ブルーシート 20 枚 

12 毛布 800 枚 

13 簡易トイレ（洋式便座） ２基 

14 発電機 2 台 

15 ガソリン携行缶 1 缶 

16 投光機・LED 投光機 1 台 

17 投光機用三脚 1 台 

18 ガソリン缶詰 4 缶 

19 カセットコンロ 3 台 

20 カセットガス 18 本 

21 簡易トイレ（自動ラップ式トイレ） 2 台 

22 自動ラップ式トイレ用パイプフレーム 2 台 

23 パーテーション（感染症対策、トイレ、授乳用） 103 基 

＊上記の備蓄品及び各数量は目安であり、賞味期限などにより変動が有ります。 
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【双葉中学校備蓄品一覧（2023 年 4 月 1 日時点）】 

No 品目 数量 

1 非常用飲料水 4,560 本 

2 アルファ化米（わかめご飯） 700 食 

3 レトルト食品（リゾット、ピラフ等） 3,000 食 

4 クラッカー（サバイバルフーズ） 600 食 

5 せんいのめぐみパン 200 食 

6 感染症対策キット 1 セット 

7 避難所運営キット（事務用品） 1 セット 

8 消毒アルコール（17ℓ缶） 1 缶 

9 消毒アルコール（1ℓ噴射付き） 10 本 

10 ブルーシート 20 枚 

11 毛布 900 枚 

12 簡易トイレ（洋式便座） 1 基 

13 発電機 2 台 

14 ガソリン携行缶 1 缶 

15 投光機・LED 投光機 1 台 

16 投光機用三脚 1 台 

17 ガソリン缶詰 4 缶 

＊上記の備蓄品及び各数量は目安であり、賞味期限などにより変動が有ります。 

 

                             


